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（事業名・地区） 
深山地区事業関連

連携砂防等事業 
 
 
（事業位置） 
出雲市万田町 
 
（事業費） 

297,000 千円 
 
（事業概要） 
地すべり被害の防

止 
指定区域面積

12.15ha 
横ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ・法枠 
 
（事業主体の根拠） 
地すべり等防止法

第７条 
都道府県知事による

地すべり防止工事の

施工・区域の管理 
 
（再評価区分） 
⑥社会情勢の変化

等により知事が必

要と認める事業 
 
（担当部課名） 
土木部砂防課 

（事業採択・着手・完了予定年 
度、経過年数） 
事業採択年度:2019(R1)年度 
用地着手年度:2019(R1)年度 
工事着手年度:2019(R1)年度 
完了予定年度:2025(R7)年度 
経過年数：5 年 
 
（進捗状況と今後の見込み） 
令和 5 年当初までの事業費で進捗率を記載 

進捗率： 70％ 
用 地： 90％ 
工 事： 69％ 

 
令和 7 年度完了予定 

 

 

 

 

 

 

 

（事業導入の経緯・目的） 
平成 21 年 6 月には小規模な地す

べりによる斜面崩壊が発生し、地す

べり防止区域に指定して県事業によ

り対策を実施した。その後も断続的

に人家や敷地に地すべり活動に伴う

被害が発生しており、土砂災害の危

険性が非常に高く、地元住民の不安

も強いことから、平成 29 年度から

事業に着手した。早急に区域内の地

すべり対策事業を実施し、民生の安

定を図る。 
また、令和元年より個別補助事業

へ移行し事業を実施している。 
（事業を取り巻く社会情勢） 

当事業を行うことは、地域住民が

安心・安全に過ごせる生活基盤の確

保はもとより、交通・流通基盤の保

全の役割も担っており、地域経済の

安定にも大きく寄与するものと期待

される。  
事業採択当時から現在にいたるま

で周辺の土地利用等大きな変化はな

い。保全対象として人家 29 戸、県

道十六島直江停車場線、市道が含ま

れ事業（対策）の必要性が高い。 
（事業に対する地元情勢・計画の熟

度） 
市の重点要望箇所にも挙がってお

り、市民の生命・財産を守る観点よ

り早期完成を熱望されている。 

（費用対効果） 
ｂ／ｃ＝6.97 
 
 

（コスト縮減・代替案等） 
①再生資源の積極的な

利用を行い、コスト縮減

を図る。 
②建設発生土を他事業

に活用することにより

コスト縮減を図る。 
③優先度の高い地すべ

りブロックから効果を

確認しながら段階的に

必要最小限の対策を実

施することで、コスト縮

減を図る。 
 
 

（その他の効果） 
・インフラの保全（県道、

市道） 
・地域における人口減少

の歯止め 
・土砂災害に対する地域

住民の不安の軽減 
 
 
 

（生活環境・自然環境への影響） 
環境配慮の取組状況 
・共通配慮事項 

別添『取組シート』のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（方針案） 
継続 
 
 

（継続・中止の理由） 
降雨時に地すべり

活動が活発化し、未

対策ブロックでは人

家や道路などに被害

が発生している状況

である。未対策ブロ

ック内やその周辺に

は未だ多くの人家や

事務所、耕地、道路

などが存在し、この

まま放置すると被害

が拡大するおそれが

ある。 
この地域における

安定した生活基盤を

確保し、民生の安定

を図るためにも、地

すべり対策事業の継

続が必要である。 
 
 
 
 
 

（事業を中止した場合の影響） 
現在でも地すべりによる被害が

発生している箇所があり、事業を中

止した場合、未対策の 9 つのブロッ

クで地すべりの可能性が残り、それ

らのブロック内やその周辺におい

て甚大な被害が発生する可能性が

ある。 
また、地すべりが発生して斜面下

方を流れる砂防指定河川深山川に

土砂が閉塞・氾濫し、その上下流に

ある人家や道路等にまで被害が拡

大するおそれがある。 
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【事業目的】
対策施設の整備により、人家29戸、県道十六島直江停車場線、
市道を保全し、住民の安心・安全を確保する

【事業概要】
事業採択年度：令和元年度

総事業費：297,000千円
B/C：6.97
対策工法：横ボーリング工・法枠工

地すべり防止区域 A=12.15ha
(国土交通省告示第708号平成21年7月7日）

①頭部段差地形（１ブロック）

深山地区 位置図

⑤端部押し出し（４ブロック）

事業間連携砂防等事業（道路保全対策）
深山地区事業間連携砂防等事業

(出雲市万田町)

凡 例

地すべり防止区域

被害区域

湛水区域

R５対策ブロック

対策済ブロック

未対策ブロック

深山地区 地すべり対策事業平面図


